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　サイレンを鳴らし、赤色回転灯を回転させて緊急走行する消防車・救急車は赤信号の交差点に進入するこ
とができるなどの「優先通行権」が道路交通法で定められています。また、一般の車両は、「消防車・救急
車が接近してきた時は、道路の左側によって進路を譲らなければならない」と道路交通法で義務として定め
られており、緊急車両の走行を妨害した場合には反則金の罰則等が定められています。
　消防車・救急車は速やかに災害現場へ急行し、応急処置や病院への搬送等の「命を救う活動」を一刻も早
く実施しなければなりません。そのためには現場に安全に早く到着する必要があります。
　消防車・救急車に認められた「優先通行権」は皆さんのご理解とご協力によってより安全に行うことができ、
１分１秒でも早く現場へ急行することができるようになります。

１．進路を譲る際はウインカーやハザードランプを点灯していただけるとより安全に緊急走行をするこ
　　とができます。
２．交差点付近では、交差点内を避けて道路の左側へ寄って進路を譲ってください。
３．見通しの悪いカーブはできるだけ避けて進路を譲ってください。
４．緊急自動車の後ろに付いて走行するのは大変危険ですので、絶対にやめてください。

　緊急車両が近づいてきた際には、慌てずに車を道路の左側に一時停止させ、速やかに進路を譲ってく
ださい。特に海岸線の道路は一車線の区間が多いので対向車通行にもご協力をお願いします。

冬場の路面は滑りやすくなっていますので、緊急車両が見えた場合は早めに停車する等ご協力
をお願いします。

消防車・救急車の緊急走行にご協力ください！！消防車・救急車の緊急走行にご協力ください！！

奥尻消防署通信奥尻消防署通信奥尻消防署通信奥尻消防署通信

　住民の皆様には、日頃より自宅付近の消火栓や防火水槽の除雪にご協力いただき、心より感謝
申し上げます。
　奥尻消防署では、冬期間には計画的に消火栓や防火水槽の除雪を行っていますが、大雪などで

作業が遅れる場合があります。
　消火栓や防火水槽は火災に重要な水源となりますので、消防水利への排雪や車両の駐停車をしない等、今
後ともご協力を宜しくお願い致します。
　また、消火栓や防火水槽の定期的な調査や整備は行っておりますが、もし不備や標識が倒れているなどを
発見した際は危険ですので、触らずに奥尻消防署までご連絡下さいますようお願い致します。

消防水利の除雪について消防水利の除雪について

叙勲「旭日双光章」青坂賢二氏が受章
　令和５年度「秋の叙勲」の発令があり、奥尻町議会議員の青坂賢二氏（字赤
石）が「旭日双光章（きょくじつそうこうしょう）」を受章されました。（叙勲
とは、公共のために功労があった方を国として表彰するもの）
　青坂氏は、昭和６２年４月に奥尻町議会議員に当選、就任して以来令和５年
４月まで連続９期３６年、同年５月からは１０期目の就任と永きにわたり在職。
町政に対する適切な助言で産業の発展や町政の推進に尽力するなど、地域の発
展に多大の貢献をされたことが評価され、この度の叙勲受章となりました。


